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１. 改正の背景

●脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能
 の向上に関する法律等の一部を改正する法律（改正法）の施行

建築物の省エネ性能の一層の向上を図ることにより脱炭素社会の

実現に資することを目的として、建築基準法及び建築物省エネ法等を

一括で改正する法律が令和７年４月１日に施行（３年目施行）される

ため、法令改正に関連する大津市手数料条例の改正を行う。

●滋賀県の手数料見直しを反映した県内統一の手数料額に改定

    滋賀県では令和７年４月より、法改正に係る対応と物価情勢を考慮

した定期見直しをあわせた手数料改定が行われることから、滋賀県内

の行政庁間で手数料の均衡を図ることの意思統一がなされた。

これを受けて、法改正に関連しない手数料についても滋賀県に合わ

せた県内統一の金額に改定する。
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（１）手数料条例 別表第18項関係（建築基準法に基づく手数料）の改正
・構造計算が必要な建築物の規模の引下げに伴い、確認申請等の
審査・検査手数料の面積区分を変更

・確認申請等の手数料に、住宅用途の建築物の省エネ性能に係る
簡易な審査方法の場合の加算手数料を追加

・省エネ基準適合に係る完了検査の加算手数料に、住宅用途の
建築物の検査手数料を追加

（２）手数料条例 別表第60項関係（エコまち法に基づく手数料）の改正
・低炭素建築物認定の審査に係る手数料に、基準の併用による
評価方法を用いた場合の手数料を追加

２. 改正の概要
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（３）手数料条例 別表第61項関係（建築物省エネ法に基づく手数料）の改正
・省エネ適合性判定に係る手数料に、住宅用途の建築物の場合の
手数料を追加

・性能向上計画認定の審査に係る手数料に、基準の併用による
評価方法を用いた場合の手数料を追加

・表示認定制度の廃止に伴う当該認定に係る手数料の削除

（４）手数料条例 別表第18項、第60項、第61項関係の改正
・法改正に関係する箇所以外の手数料について、県内統一の手数
料額に改定

・関係法令の改正によって生ずる条の繰り上げや繰り下げに対応
した所要の改正

改正手数料条例の施行日 令和７年４月１日

２. 改正の概要



Lake Biwa

   ② 新規設定の手数料 ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照

３. 改正の内容
（１）手数料条例 別表第18項関係の改正

条例別表 手数料名称
金額（円）
１件につき

１８（１）イ 建築確認等申請省エネ加算（住宅用途） 16,000～
558,000

１８（４）イ
（イ）

建築確認等完了検査省エネ加算（住宅用途） 4,700～
297,000
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   ① 面積区分の変更 ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照

条例別表 手数料名称 面積区分（㎡）

（区分） 現行 改正後（案）

１８（１）（４）
（７）（９）

建築確認・中間検査
完了検査

２００＜Ａ≦５００
２００＜Ａ≦３００

３００＜Ａ≦５００
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３. 改正の内容
（１）手数料条例 別表第18項関係の改正

③ 変更する手数料 ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照
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条例別表 手数料名称
金額（円）
１件につき

（区分） 現行 改正後（案）

１８（１）ア 建築確認等申請 12,000～
780,000

17,000～
790,000

１８（４）ア 建築確認等完了検査
（中間検査なし）

18,000～
570,000

19,000～
560,000

１８（４）イ
（ア）

建築確認等完了検査省エネ加算
（非住宅用途）

9,000～
271,000

9,400～
282,000

１８（７）ア 建築確認等完了検査
（中間検査あり）

17,000～
560,000

16,000～
550,000

１８（９） 建築確認等中間検査 17,000～
510,000

16,000～
490,000



Lake Biwa

３. 改正の内容
（１）手数料条例 別表第18項関係の改正

③ 変更する手数料 ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照
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条例別表 手数料名称
金額（円）
１件につき

（区分） 現行 改正後（案）

１８（１２） 仮使用認定 120,000 130,000

１８（１３） 建築物の敷地と道路との関係の建築
認定

27,000 32,000

１８（１４） 建築物の敷地と道路との関係の建築
許可

33,000 37,000

１８（１５） 道路内における建築許可 33,000 37,000

１８（４４） 仮設建築物の建築許可 120,000 140,000

※１８（１２）以降については、近年、本市で実績のある主な許認可申請に

ついて記載
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   ① 新規設定の手数料 ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照
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３. 改正の内容
（２）手数料条例 別表第60項関係の改正

条例別表 手数料名称
金額（円）
１棟につき

６０（１）イ
（ウ）

低炭素建築物認定の審査
住宅の用途の建築物で誘導併用基準に適合するもの

8,700～
1,338,000

② 変更する手数料   ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照

条例別表 手数料名称
金額（円）
１棟につき

（区分） 現行 改正後（案）

６０（１）ア 低炭素建築物認定の審査
住宅の用途以外の用途の建築物

14,000～
1,043,000

14,000～
1,107,000

６０（１）イ 低炭素建築物認定の審査
住宅の用途の建築物 ※（ウ）の基準を除く

8,000～
1,709,000

8,700～
1,817,000
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３. 改正の内容
（３）手数料条例 別表第61項関係の改正

条例別表 手数料名称
金額（円）
１棟につき

６１（１）ウ 省エネ適合性判定の審査
住宅の用途の建築物

23,000～
1,815,000

６１（１）エ 省エネ適合性判定の審査
住宅と非住宅の複合用途の建築物

6,600～
1,815,000

６１（２）イ
（ウ）

性能向上計画認定の審査
住宅の用途の建築物で誘導併用基準に適合するもの

6,600～
1,336,000
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３. 改正の内容
（３）手数料条例 別表第61項関係の改正

② 変更する手数料 ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照

条例別表 手数料名称
金額（円）
１棟につき

（区分） 現行 改正後（案）

６１（１）
ア

省エネ適合性判定の審査
非住宅のうち工場等以外の用途の建築物

89,000～
1,041,000

94,000～
1,105,000

６１（１）
イ

省エネ適合性判定の審査
非住宅のうち工場等の用途の建築物

21,000～
311,000

22,000～
323,000

６１（２）
ア

性能向上計画認定の審査
住宅の用途以外の用途の建築物

12,000～
1,041,000

12,000～
1,105,000

６１（２）
イ

性能向上計画認定の審査
住宅の用途の建築物 ※（ウ）の基準を除く

6,000～
1,707,000

6,600～
1,815,000

③ 削除する手数料
・別表第６０項第６号（現行） 表示認定の手数料
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（参考）改定後の手数料の見込み

令和５年度の手数料決算額を改定後の金額に置き換え計算すると、

年間で約２２６千円の増額となる｡（７％増加）

手数料名称
令和５年度 改定後

金額（円）件数 金額（円）

建築確認 21 838,500 905,500

完了検査 23 743,000 738,500

中間検査 7 300,500 293,500

建築許可等 17 1,117,000 1,262,000

低炭素建築物の認定 23 184,000 200,100

省エネ法の認定 15 90,000 99,000

合計 106 3,273,000 3,498,600

※建築確認等は大部分が民間の確認検査機関へ申請されており、本市への申請は

約１％程度である。
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現行 改正後（案） 

大津市手数料条例 大津市手数料条例 

平成１２年３月２４日 平成１２年３月２４日 

条例第１２号 条例第１２号 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～１７ 省略 １～１７ 省略 

１８ 建築物の確認等 １８ 建築物の確認等 

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同

法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く建築物に関する確認申請又は同法第１８条第２項（同法第８７

条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物

の計画の通知に対する審査 

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同

法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く建築物に関する確認申請又は同法第１８条第２項（同法第８７

条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物

の計画の通知に対する審査 

 ア イに掲げる場合以外の場合 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １７，０００円。ただし、構造計算

書の添付を要しないものにあって

は、１２，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方

メートル以内のもの 

２６，０００円。ただし、構造計算

書の添付を要しないものにあって

は、１８，０００円 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １８，０００円（構造計算書の添付

を要しないものにあっては、１７，

０００円） 

３０平方メートルを超え１００平方

メートル以内のもの 

２７，０００円（構造計算書の添付

を要しないものにあっては、２６，

０００円） 
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１００平方メートルを超え２００平

方メートル以内のもの 

４０，０００円。ただし、構造計算

書の添付を要しないものにあって

は、２７，０００円 

２００平方メートルを超え５００平

方メートル以内のもの 

５３，０００円。ただし、構造計算

書の添付を要しないものにあって

は、３５，０００円 

 

 

 

５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの 

９３，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの 

１４０，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの 

２４０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５

０，０００平方メートル以内のもの 

４７０，０００円 

５０，０００平方メートルを超える

もの 

７８０，０００円 

 

１００平方メートルを超え２００平

方メートル以内のもの 

４１，０００円（構造計算書の添付

を要しないものにあっては、３７，

０００円） 

２００平方メートルを超え３００平

方メートル以内のもの 

４６，０００円（構造計算書の添付

を要しないものにあっては、４０，

０００円） 

３００平方メートルを超え５００平

方メートル以内のもの 

５５，０００円 

５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの 

９６，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの 

１５０，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの 

２４０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの 

３００，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５

０，０００平方メートル以内のもの 

４７０，０００円 

５０，０００平方メートルを超える

もの 

７９０，０００円 

 

備考 この表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ定める面積について算定する。 

備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定め

る面積について算定する。 
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（ア） 建築物を建築する場合（（イ）に掲げる場合及び移転

する場合を除く。） 当該建築に係る部分の床面積 

 

（ア） 建築物を建築する場合（（イ）に掲げる場合及び移転

する場合を除く。） 当該建築に係る部分の床面積 

 

（イ） 確認を受け、又は適合すると認められた建築物の計画

の変更（以下この備考において「計画の変更」という。）を

して建築物を建築する場合（移転する場合を除く。） 当該

計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加す

る部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

（イ） 確認を受け、又は適合すると認められた建築物の計画

の変更（以下この備考において「計画の変更」という。）を

して建築物を建築する場合（移転する場合を除く。） 当該

計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加す

る部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

（ウ） 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の

模様替をし、又はその用途を変更する場合（（エ）に掲げる

場合を除く。） 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に

係る部分の床面積の２分の１ 

（ウ） 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の

模様替をし、又はその用途を変更する場合（（エ）に掲げる

場合を除く。） 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に

係る部分の床面積の２分の１ 

（エ） 計画の変更をして、建築物を移転し、その大規模の修

繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場

合 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

（エ） 計画の変更をして、建築物を移転し、その大規模の修

繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場

合 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

（新設） イ 当該申請又は通知（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律（平成２７年法律第５３号）第１１条第６項に規定

する適合判定通知書又はその写しの提出がないものに限る。）

に係る建築物の建築が、容易確認特定建築行為（同条第１項た

だし書の国土交通省令で定める特定建築行為（建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年国土

交通省令第５号）第２条第１項第１号に掲げる建築行為に該当
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するものに限る。）又は同法第１２条第２項ただし書の国土交

通省令で定める特定建築行為（同号に掲げる建築行為に該当す

るものに限る。）をいう。以下このイにおいて同じ。）である

場合 アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、

次の（ア）又は（イ）に掲げる当該申請又は通知に係る建築物

の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該（ア）又は（イ）

に定める金額（容易確認特定建築行為に係る建築物が２以上あ

る場合は、建築物ごとの床面積の合計の区分に応じて定める金

額を合算した額とする。）を合算した金額 

（新設） （ア） 一戸建て住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１件につき） 

２００平方メートル未満のもの １６，０００円 

２００平方メートル以上もの １７，０００円 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定め

る面積について算定する。 

 （a） 建築物を建築する場合（（b）に掲げる場合を除く。） 

当該建築に係る部分の床面積 

 （b） 確認を受け、又は適合すると認められた建築物の計画の

変更をして建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能

基準（（イ）において「建築物エネルギー消費性能基準」と

いう。）に適合しようとする場合 当該計画の変更に係る部
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分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積） 

（新設） （イ） 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１件につき） 

３００平方メートル未満のもの ２７，０００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

４０，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

６２，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

７９，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１６１，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

２９３，０００円 

５０，０００平方メートル以上のも

の 

５５８，０００円 

 

 備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定め

る面積について算定する。 

 （a） 建築物を建築する場合（（b）に掲げる場合を除く。） 

当該建築に係る部分の床面積 

 （b） 確認を受け、又は適合すると認められた建築物の計画の
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変更をして建築物エネルギー消費性能基準に適合しようとす

る場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床

面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

（２） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第６条第１

項の規定に基づく建築設備に関する確認申請又は同法第８７条の

４において準用する同法第１８条第２項の規定に基づく建築設備

の計画の通知に対する審査 

（２） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第６条第１

項の規定に基づく建築設備に関する確認申請又は同法第８７条の

４において準用する同法第１８条第２項の規定に基づく建築設備

の計画の通知に対する審査 

ア 建築設備を設置する場合（イに掲げる場合を除く。） １件

につき ２６，０００円（小荷物専用昇降機については、１１，

０００円） 

ア 建築設備を設置する場合（イに掲げる場合を除く。） １件

につき ２７，０００円（小荷物専用昇降機については、１２，

０００円） 

イ 確認を受け、又は適合すると認められた建築設備の計画を変

更して建築設備を設置する場合 １件につき １４，０００円

（小荷物専用昇降機については、６，０００円） 

イ 確認を受け、又は適合すると認められた建築設備の計画を変

更して建築設備を設置する場合 １件につき １７，０００円

（小荷物専用昇降機については、６，９００円） 

（３） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第６条第

１項の規定に基づく工作物に関する確認申請又は同法第８８条第

１項において準用する同法第１８条第２項の規定に基づく工作物

の計画の通知に対する審査 

（３） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第６条第

１項の規定に基づく工作物に関する確認申請又は同法第８８条第

１項において準用する同法第１８条第２項の規定に基づく工作物

の計画の通知に対する審査 

ア 工作物を築造する場合（イに掲げる場合を除く。） １件に

つき ２４，０００円 

ア 工作物を築造する場合（イに掲げる場合を除く。） １件に

つき ２５，０００円 

イ 確認を受け、又は適合すると認められた工作物の計画を変更

して工作物を築造する場合 １件につき １３，０００円 

イ 確認を受け、又は適合すると認められた工作物の計画を変更

して工作物を築造する場合 １件につき １６，０００円 

（４） 第７号に規定する建築物以外の建築物に関する建築基準法 （４） 第７号に規定する建築物以外の建築物に関する建築基準法
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第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１８条第２

０項の規定に基づく完了の通知に対する審査 

第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１８条第２

０項の規定に基づく完了の通知に対する審査 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２

７年法律第５３号）第１２条第８項（同法第２５条第１項若し

くは第３５条第８項（同法第３６条第２項において準用する場

合を含む。）又は都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２

４年法律第８４号）第１０条第９項若しくは第５４条第８項の

規定により適用される場合を含む。）の規定に基づく建築基準

法第６条第１項若しくは第６条の２第１項又は建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律第１３条第９項の規定に基

づく建築基準法第１８条第３項の確認済証の交付を受けた建築

物（以下この項において「特定建築行為等に係る建築物」とい

う。）以外の建築物である場合 

ア イに掲げる場合以外の場合                              

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                             

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １８，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メート

ル以内のもの 

２７，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メー

トル以内のもの 

３４，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メー

トル以内のもの 

４６，０００円 

  

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １９，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メート

ル以内のもの 

２９，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メー

トル以内のもの 

３６，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メー

トル以内のもの 

３９，０００円 

３００平方メートルを超え５００平方メー ４７，０００円 
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５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの 

６７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの 

８６，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの 

１５０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの 

１９０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０

００平方メートル以内のもの 

３００，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５７０，０００円 
 

トル以内のもの  

５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの 

６６，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの 

８５，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの 

１５０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの 

１９０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０

００平方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５６０，０００円 
 

備考 床面積の合計は、建築物を建築する場合（移転する場合を除く。）

にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を

移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合

にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の

１について算定する。 

備考 床面積の合計は、建築物を建築する場合（移転する場合を除く。）

にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を

移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合

にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の

１について算定する。 

イ 特定建築行為等に係る建築物である場合 アに掲げる床面積

の合計の区分に応じて定める金額に、次の表の左欄に掲げる建

築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に

定める金額（建築物エネルギー消費性能適合性判定（建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律第１２条第１項に規

イ 当該申請又は通知に係る建築物が、建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第１１条第１項に規定する要確認特

定建築行為又は同法１２条第２項に規定する要通知特定建築行

為に係る建築物（以下この項において「要確認特定建築行為等

に係る建築物」という。）である場合 アに掲げる床面積の合
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定する建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下この

項及び第６０項において同じ。）が必要な建築物が２以上ある

場合は、建築物ごとの床面積の合計の区分に応じて定める金額

を合算した額とする。）を合算した金額 

計の区分に応じて定める金額に、次の（ア）から（ウ）までに

掲げる当該申請又は通知に係る建築物の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ当該（ア）から（ウ）までに定める金額（要確

認特定建築行為等に係る建築物が２以上ある場合は、建築物ご

との床面積の合計の区分に応じて定める金額を合算した額とす

る。）を合算した金額 

 （ア）当該申請又は通知に係る建築物の全部が住宅の用途以外

の用途に供するものであるとき 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３００平方メートル未満のもの ９，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１６，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

２６，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

７７，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１２３，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

１５５，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

１９４，０００円 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３００平方メートル未満のもの ９，４００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１６，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

２７，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

８１，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１２７，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

１６１，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００ ２０１，０００円 

０平方メートル未満のもの  



大津市手数料条例（平成１２年条例第１２号）新旧対照表 

21 

 

５０，０００平方メートル以上のもの ２７１，０００円 
 

５０，０００平方メートル以上のもの ２８２，０００円 
 

備考 床面積の合計は、建築物を建築する場合（移転する場合を除く。）

にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を

移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合

にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の

１について算定し、建築物を増築又は改築する場合において当該建

築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第

２条第１項第２号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他

の計算を要しない既存部分（建築物の増築又は改築をする部分以外

の部分をいう。第６０項第１号及び第７号において同じ。）がある

ときにあっては当該既存部分以外の部分の床面積について算定す

る。 

備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築する部分の床面積）につ

いて算定する。                                               

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                      

（新設） （イ）当該申請又は通知に係る建築物の全部が住宅の用途に供

するものであるとき 

（新設） a 一戸建て住宅 １件につき ４，７００円 

（新設） ｂ 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１件につき） 

３００平方メートル未満のもの ９，４００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

２０，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０ ４５，０００円 

００平方メートル未満のもの  
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５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの 

８１，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの 

１２９，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの 

１９６，０００円 

５０，０００平方メートル以上のも

の 

２９７，０００円 

 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改

築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積）に

ついて算定する。 

（新設） （ウ）当該申請又は通知に係る建築物の一部が住宅の用途に供

するものであるとき 住宅の用途以外の用途に供する部分に

ついて（ア）に掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金

額に、住宅の用途に供する部分について（イ）に掲げる建築

物の区分に応じて定める金額を合算した金額 

（５） 第８号に規定する建築設備以外の建築設備に関する建築基

準法第８７条の４において準用する同法第７条第１項の規定に基

づく完了検査申請又は同法第８７条の４において準用する同法第

１８条第２０項の規定に基づく完了の通知に対する審査 １件に

つき ３４，０００円（小荷物専用昇降機については、１９，０

００円） 

（５） 第８号に規定する建築設備以外の建築設備に関する建築基

準法第８７条の４において準用する同法第７条第１項の規定に基

づく完了検査申請又は同法第８７条の４において準用する同法第

１８条第２０項の規定に基づく完了の通知に対する審査 １件に

つき ３２，０００円（小荷物専用昇降機については、１８，０

００円） 
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（６） 省略 （６） 省略 

（７） 建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に関

する同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１

８条第２０項の規定に基づく完了の通知に対する審査 

（７） 建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に関

する同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１

８条第２０項の規定に基づく完了の通知に対する審査 

ア 特定建築行為等に係る建築物以外の建築物である場合 ア イに掲げる場合以外の場合 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １７，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メート

ル以内のもの 

２５，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メー

トル以内のもの 

３１，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メー

トル以内のもの 

４３，０００円 

 

 

 

５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの 

６４，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの 

８２，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの 

１４０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，００ １８０，０００円 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １６，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メート

ル以内のもの 

２５，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メー

トル以内のもの 

３０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メー

トル以内のもの 

３５，０００円 

３００平方メートルを超え５００平方メー

トル以内のもの 

４３，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの 

６２，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００ ７９，０００円 

平方メートル以内のもの  

２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの 

１４０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，００ １８０，０００円 
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０平方メートル以内のもの  

１０，０００平方メートルを超え５０，０

００平方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５６０，０００円 
 

０平方メートル以内のもの  

１０，０００平方メートルを超え５０，０

００平方メートル以内のもの 

２８０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５５０，０００円 
 

備考 省略 備考 省略 

イ 特定建築行為等に係る建築物である場合 アに掲げる床面積

の合計の区分に応じて定める金額に、第４号イの規定により算

定して得られる額を合算した金額 

イ 要確認特定建築行為等に係る建築物である場合 アに掲げる

床面積の合計の区分に応じて定める金額に、第４号イの規定に

より算定して得られる額を合算した金額 

（８） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の３

第１項の特定工程に係る建築設備に関する同法第８７条の４にお

いて準用する同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は

同法第８７条の４において準用する同法第１８条第２０項の規定

に基づく完了の通知に対する審査 １件につき ３２，０００円

（小荷物専用昇降機については、１９，０００円） 

（８） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の３

第１項の特定工程に係る建築設備に関する同法第８７条の４にお

いて準用する同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は

同法第８７条の４において準用する同法第１８条第２０項の規定

に基づく完了の通知に対する審査 １件につき ３０，０００円

（小荷物専用昇降機については、１８，０００円） 

（９） 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく建築物に関す

る中間検査申請又は同法第１８条第２８項の規定に基づく通知に

対する審査 

（９） 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく建築物に関す

る中間検査申請又は同法第１８条第２８項の規定に基づく通知に

対する審査 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １７，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内の

もの 

２４，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以内 ３３，０００円 

床面積の合計 金額（１件につき） 

３０平方メートル以内のもの １６，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内の

もの 

２４，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以内 ３３，０００円 
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のもの  

２００平方メートルを超え５００平方メートル以内

のもの 

４２，０００円 

 

 

 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以

内のもの 

６３，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの 

８０，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

１３０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

１７０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの 

２８０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５１０，０００円 
 

のもの  

２００平方メートルを超え３００平方メートル以内

のもの 

３５，０００円 

３００平方メートルを超え５００平方メートル以内

のもの 

４１，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以

内のもの 

６０，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの 

７７，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの 

１３０，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの 

１７０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メ ２７０，０００円 

ートル以内のもの  

５０，０００平方メートルを超えるもの ４９０，０００円 
 

備考 省略 備考 省略 

（１０） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の

３第１項の規定に基づく建築設備に関する中間検査申請又は同法

第８７条の４において準用する同法第１８条第２８項の規定に基

づく通知に対する審査 １件につき ２５，０００円（小荷物専

用昇降機については、１５，０００円） 

（１０） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の

３第１項の規定に基づく建築設備に関する中間検査申請又は同法

第８７条の４において準用する同法第１８条第２８項の規定に基

づく通知に対する審査 １件につき ２８，０００円（小荷物専

用昇降機については、１７，０００円） 
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（１１） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条

の３第１項の規定に基づく工作物に関する中間検査申請又は同法

第８８条第１項において準用する同法第１８条第２８項の規定に

基づく通知に対する審査 １件につき １７，０００円 

（１１） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条

の３第１項の規定に基づく工作物に関する中間検査申請又は同法

第８８条第１項において準用する同法第１８条第２８項の規定に

基づく通知に対する審査 １件につき ２０，０００円 

（１２） 建築基準法第７条の６第１項第１号又は第１８条第３８

項（これらの規定を同法第８７条の４又は第８８条第１項若しく

は第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用

の認定の申請に対する審査 １件につき １２０，０００円 

（１２） 建築基準法第７条の６第１項第１号又は第１８条第３８

項（これらの規定を同法第８７条の４又は第８８条第１項若しく

は第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用

の認定の申請に対する審査 １件につき １３０，０００  円 

（１３） 建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく建築物

の敷地と道路との関係の建築認定申請に対する審査 １件につき 

２７，０００円 

（１３） 建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく建築物

の敷地と道路との関係の建築認定申請に対する審査 １件につき 

３２，０００円 

（１４） 建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく建築物

の敷地と道路との関係の建築許可申請に対する審査 １件につき 

３３，０００円 

（１４） 建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく建築物

の敷地と道路との関係の建築許可申請に対する審査 １件につき 

３７，０００円 

（１５） 建築基準法第４４条第１項第２号の規定に基づく公衆便

所等の道路内における建築許可申請に対する審査 １件につき 

３３，０００円 

（１５） 建築基準法第４４条第１項第２号の規定に基づく公衆便

所等の道路内における建築許可申請に対する審査 １件につき 

３７，０００円 

（１６） 建築基準法第４４条第１項第３号の規定に基づく道路内

における建築認定申請に対する審査 １件につき ２７，０００

円 

（１６） 建築基準法第４４条第１項第３号の規定に基づく道路内

における建築認定申請に対する審査 １件につき ３２，０００

円 

（１７）、（１８） 省略  （１７）、（１８） 省略 

（１９） 建築基準法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、 （１９） 建築基準法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、
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第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただし書、第６項ただ

し書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９項ただし書、第１

０項ただし書、第１１項ただし書、第１２項ただし書、第１３項

ただし書又は第１４項ただし書（同法第８７条第２項若しくは第

３項又は第８８条第２項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく用途地域等における建築等許可申請に対する審査 １件

につき １８０，０００円。ただし、建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあっては１１０，０００円、同項第２

号に該当する場合にあっては１３０，０００円とする。 

第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただし書、第６項ただ

し書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９項ただし書、第１

０項ただし書、第１１項ただし書、第１２項ただし書、第１３項

ただし書又は第１４項ただし書（同法第８７条第２項若しくは第

３項又は第８８条第２項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく用途地域等における建築等許可申請に対する審査 １件

につき １７０，０００円。ただし、建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあっては１００，０００円、同項第２

号に該当する場合にあっては１４０，０００円とする。 

（２０） 省略 （２０） 省略 

（２１） 建築基準法第５２条第６項第３号の規定に基づく建築物

の容積率に関する特例認定申請に対する審査 １件につき   

２７，０００円 

（２１） 建築基準法第５２条第６項第３号の規定に基づく建築物

の容積率に関する特例認定申請に対する審査 １件につき   

３２，０００円 

（２２） 省略 （２２） 省略 

（２３） 建築基準法第５３条第５項第４号の規定に基づく建築物

の建蔽率に関する特例許可申請に対する審査 １件につき   

３３，０００円 

（２３） 建築基準法第５３条第５項第４号の規定に基づく建築物

の建蔽率に関する特例許可申請に対する審査 １件につき   

３７，０００円 

（２４） 建築基準法第５３条第６項第３号の規定に基づく建築物

の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請に対する審査 

１件につき ３３，０００円 

（２４） 建築基準法第５３条第６項第３号の規定に基づく建築物

の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請に対する審査 

１件につき ３７，０００円 

（２５） 省略 （２５） 省略 

（２６） 建築基準法第５５条第２項の規定に基づく建築物の高さ （２６） 建築基準法第５５条第２項の規定に基づく建築物の高さ



大津市手数料条例（平成１２年条例第１２号）新旧対照表 

28 

 

に関する特例認定申請に対する審査 １件につき ２７，０００

円 

に関する特例認定申請に対する審査 １件につき ３２，０００

円 

（２７）～（２９） 省略 （２７）～（２９） 省略 

（３０） 建築基準法第５７条第１項の規定に基づく高架の工作物

内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請

に対する審査 １件につき ２７，０００円 

（３０） 建築基準法第５７条第１項の規定に基づく高架の工作物

内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請

に対する審査 １件につき ３２，０００円 

（３１）～（３４） 省略 （３１）～（３４） 省略 

（３５） 建築基準法第６８条の３第１項の規定に基づく建築物の

容積率、同条第２項の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第３項

の規定に基づく建築物の高さ又は同条第７項の規定に基づく建築

物の用途地域等に関する制限の再開発等促進区等における適用除

外に係る認定申請に対する審査 １件につき ２７，０００円 

（３５） 建築基準法第６８条の３第１項の規定に基づく建築物の

容積率、同条第２項の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第３項

の規定に基づく建築物の高さ又は同条第７項の規定に基づく建築

物の用途地域等に関する制限の再開発等促進区等における適用除

外に係る認定申請に対する審査 １件につき ３２，０００円 

（３６） 省略 （３６） 省略 

（３７） 建築基準法第６８条の４第１項の規定に基づく地区計画

等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る

認定申請に対する審査 １件につき ２７，０００円 

（３７） 建築基準法第６８条の４第１項の規定に基づく地区計画

等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る

認定申請に対する審査 １件につき ３２，０００円 

（３８） 建築基準法第６８条の５の２の規定に基づく特定建築物

地区整備計画等の区域における建築物の容積率に関する特例の認

定申請に対する審査 １件につき ２７，０００円 

（３８） 建築基準法第６８条の５の２の規定に基づく特定建築物

地区整備計画等の区域における建築物の容積率に関する特例の認

定申請に対する審査 １件につき ３２，０００円 

（３９） 省略 （３９） 省略 

（４０） 建築基準法第６８条の５の５第１項の規定に基づく地区

計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に

（４０） 建築基準法第６８条の５の５第１項の規定に基づく地区

計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に
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係る認定申請に対する審査 １件につき ２７，０００円 係る認定申請に対する審査 １件につき ３２，０００円 

（４１） 建築基準法第６８条の５の５第２項の規定に基づく地区

計画等の区域における建築物の各部分の高さの認定申請に対する

審査 １件につき ２７，０００円 

（４１） 建築基準法第６８条の５の５第２項の規定に基づく地区

計画等の区域における建築物の各部分の高さの認定申請に対する

審査 １件につき ３２，０００円 

（４２） 建築基準法第６８条の５の６の規定に基づく地区計画等

の区域における建築物の建蔽率に関する特例認定申請に対する審

査 １件につき ２７，０００円 

（４２） 建築基準法第６８条の５の６の規定に基づく地区計画等

の区域における建築物の建蔽率に関する特例認定申請に対する審

査 １件につき ３２，０００円 

（４３） 省略 （４３） 省略 

（４４） 建築基準法第８５条第６項の規定に基づく仮設興行場等

建築許可申請に対する審査 １件につき １２０，０００円 

（４４） 建築基準法第８５条第６項の規定に基づく仮設興行場等

建築許可申請に対する審査 １件につき １４０，０００円 

（４５） 省略 （４５） 省略 

（４６） 建築基準法第８６条第１項の規定に基づく１又は２以上

の建築物に関する特例認定申請に対する審査 １件につき 建築

物の数が１又は２である場合にあっては７８，０００円、建築物

の数が３以上である場合にあっては、７８，０００円に２を超え

る建築物の数に２８，０００円を乗じて得た額を加算した額 

（４６） 建築基準法第８６条第１項の規定に基づく１又は２以上

の建築物に関する特例認定申請に対する審査 １件につき 建築

物の数が１又は２である場合にあっては８５，０００円、建築物

の数が３以上である場合にあっては、８５，０００円に２を超え

る建築物の数に２６，０００円を乗じて得た額を加算した額 

（４７） 建築基準法第８６条第２項の規定に基づく２以上の建築

物に関する特例認定申請に対する審査 １件につき 建築物（建

築等をするものに限る。以下この号において同じ。）の数が１で

ある場合にあっては７８，０００円、建築物の数が２以上である

場合にあっては７８，０００円に１を超える建築物の数に２８，

０００円を乗じて得た額を加算した額 

（４７） 建築基準法第８６条第２項の規定に基づく２以上の建築

物に関する特例認定申請に対する審査 １件につき 建築物（建

築等をするものに限る。以下この号において同じ。）の数が１で

ある場合にあっては８５，０００円、建築物の数が２以上である

場合にあっては８５，０００円に１を超える建築物の数に２６，

０００円を乗じて得た額を加算した額 
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（４８） 建築基準法第８６条第３項の規定に基づく１又は２以上

の建築物に関する特例許可申請に対する審査 １件につき 建築

物の数が１又は２である場合にあっては２２０，０００円、建築

物の数が３以上である場合にあっては２２０，０００円に２を超

える建築物の数に２８，０００円を乗じて得た額を加算した額 

（４８） 建築基準法第８６条第３項の規定に基づく１又は２以上

の建築物に関する特例許可申請に対する審査 １件につき 建築

物の数が１又は２である場合にあっては２２０，０００円、建築

物の数が３以上である場合にあっては２２０，０００円に２を超

える建築物の数に２６，０００円を乗じて得た額を加算した額 

（４９） 建築基準法第８６条第４項の規定に基づく２以上の建築

物に関する特例許可申請に対する審査 １件につき 建築物（建

築等をするものに限る。以下この号において同じ。）の数が１で

ある場合にあっては２２０，０００円、建築物の数が２以上であ

る場合にあっては２２０，０００円に１を超える建築物の数に 

２８，０００円を乗じて得た額を加算した額 

（４９） 建築基準法第８６条第４項の規定に基づく２以上の建築

物に関する特例許可申請に対する審査 １件につき 建築物（建

築等をするものに限る。以下この号において同じ。）の数が１で

ある場合にあっては２２０，０００円、建築物の数が２以上であ

る場合にあっては２２０，０００円に１を超える建築物の数に 

２６，０００円を乗じて得た額を加算した額 

（５０） 建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく一敷地内

認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等

の認定申請に対する審査 １件につき 建築物（一敷地内認定建

築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る

建築物に限る。以下この号において同じ。）の数が１である場合

にあっては７８，０００円、建築物の数が２以上である場合にあ

っては７８，０００円に１を超える建築物の数に２８，０００円

を乗じて得た額を加算した額 

（５０） 建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく一敷地内

認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等

の認定申請に対する審査 １件につき 建築物（一敷地内認定建

築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る

建築物に限る。以下この号において同じ。）の数が１である場合

にあっては８５，０００円、建築物の数が２以上である場合にあ

っては８５，０００円に１を超える建築物の数に２６，０００円

を乗じて得た額を加算した額 

（５１） 建築基準法第８６条の２第２項の規定に基づく一敷地内

認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等

に係る建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請に

（５１） 建築基準法第８６条の２第２項の規定に基づく一敷地内

認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等

に係る建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請に
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対する審査 １件につき 建築物（一敷地内認定建築物以外の建

築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限

る。以下この号において同じ。）の数が１である場合にあっては

２２０，０００円、建築物の数が２以上である場合にあっては２

２０，０００円に１を超える建築物の数に２８，０００円を乗じ

て得た額を加算した額 

対する審査 １件につき 建築物（一敷地内認定建築物以外の建

築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限

る。以下この号において同じ。）の数が１である場合にあっては

２２０，０００円、建築物の数が２以上である場合にあっては２

２０，０００円に１を超える建築物の数に２６，０００円を乗じ

て得た額を加算した額 

（５２） 建築基準法第８６条の２第３項の規定に基づく一敷地内

許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等

の許可申請に対する審査 １件につき 建築物（一敷地内許可建

築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る

建築物に限る。以下この号において同じ。）の数が１である場合

にあっては２２０，０００円、建築物の数が２以上である場合に

あっては２２０，０００円に１を超える建築物の数に２８，００

０円を乗じて得た額を加算した額 

（５２） 建築基準法第８６条の２第３項の規定に基づく一敷地内

許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等

の許可申請に対する審査 １件につき 建築物（一敷地内許可建

築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る

建築物に限る。以下この号において同じ。）の数が１である場合

にあっては２２０，０００円、建築物の数が２以上である場合に

あっては２２０，０００円に１を超える建築物の数に２６，００

０円を乗じて得た額を加算した額 

（５３） 建築基準法第８６条の５第１項の規定に基づく１又は２

以上の建築物の認定又は許可の取消し申請に対する審査 １件に

つき ６，４００円に現に存する建築物の数に１２，０００円を

乗じて得た額を加算した額 

（５３） 建築基準法第８６条の５第１項の規定に基づく１又は２

以上の建築物の認定又は許可の取消し申請に対する審査 １件に

つき ７，０００円に現に存する建築物の数に１２，０００円を

乗じて得た額を加算した額 

（５４） 建築基準法第８６条の６第２項の規定に基づく一団地の

住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外

壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請に

対する審査 １件につき ２７，０００円 

（５４） 建築基準法第８６条の６第２項の規定に基づく一団地の

住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外

壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請に

対する審査 １件につき ３２，０００円 
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（５５） 建築基準法第８６条の８第１項又は第８７条の２第１項

の規定に基づく全体計画の認定申請に対する審査 １件につき 

２７，０００円 

（５５） 建築基準法第８６条の８第１項又は第８７条の２第１項

の規定に基づく全体計画の認定申請に対する審査 １件につき 

３２，０００円 

（５６） 建築基準法第８６条の８第３項（同法第８７条の２第２

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく全体計画の変

更認定申請に対する審査 １件につき ２７，０００円 

（５６） 建築基準法第８６条の８第３項（同法第８７条の２第２

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく全体計画の変

更認定申請に対する審査 １件につき ３２，０００円 

（５７） 建築基準法第８７条の３第６項の規定に基づく興行場等

としての使用の許可申請に対する審査 １件につき １２０，０

００円 

（５７） 建築基準法第８７条の３第６項の規定に基づく興行場等

としての使用の許可申請に対する審査 １件につき １４０，０

００円 

（５８） 省略 （５８） 省略 

（５９） 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３

７条の１２第６項又は第７項の規定に基づく大規模の修繕又は大

規模の模様替に係る認定申請に対する審査 １件につき ２７，

０００円 

（５９） 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３

７条の１２第６項又は第７項の規定に基づく大規模の修繕又は大

規模の模様替に係る認定申請に対する審査 １件につき ３２，

０００円 

（６０） 建築基準法施行令第１３７条の１６第２号の規定に基づ

く移転の認定申請に対する審査１件につき ２７，０００円 

（６０） 建築基準法施行令第１３７条の１６第２号の規定に基づ

く移転の認定申請に対する審査１件につき ３２，０００円 

（６１）～（６３） 省略 （６１）～（６３） 省略 

１９～５８ 省略 １９～５９ 省略 

５９ 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務 ６０ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

に基づく事務 

（１） 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第１項の規定

に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請（同法第５４条第

（１） 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第１項の規定

に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請（同法第５４条第
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２項の規定による申出がない場合に限る。）に対する審査 ２項の規定による申出がない場合に限る。）に対する審査 

ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途

に供するものである場合 

ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途

に供するものである場合 

（ア） （イ）に掲げるもの以外のもの （ア） （イ）に掲げるもの以外のもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

２３１，０００円（建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第１５条第

１項に規定する登録建築物エネルギー消

費性能判定機関（次項において「登録建築

物エネルギー消費性能判定機関」という。）

が、認定の申請に係る建築物について、都

市の低炭素化の促進に関する法律第５４

条第１項に規定する基準に適合すると評

価した書面（以下この表及び（イ）の表に

おいて「評価書面」という。）の添付がな

されたものにあっては、１４，０００円） 

３００平方メートル以上１，０ ２９２，０００円（評価書面の添付がなさ 

００平方メートル未満のもの れたものにあっては、２０，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

３６４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、３０，０００円） 

２，０００平方メートル以上 ５１２，０００円（評価書面の添付がなさ 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

２４４，０００円（建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第１４条第

１項に規定する登録建築物エネルギー消

費性能判定機関（次項において「登録建築

物エネルギー消費性能判定機関」という。）

が、認定の申請に係る建築物について、都

市の低炭素化の促進に関する法律第５４

条第１項に規定する基準に適合すると評

価した書面（以下この表及び（イ）の表に

おいて「評価書面」という。）の添付がな

されたものにあっては、１４，０００円） 

３００平方メートル以上１，０ ３０２，０００円（評価書面の添付がなさ 

００平方メートル未満のもの れたものにあっては、２１，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

３８５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、３２，０００円） 

２，０００平方メートル以上 ５４３，０００円（評価書面の添付がなさ 
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５，０００平方メートル未満の

もの 

れたものにあっては、８１，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

６２７，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１２５，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

７３８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１５６，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

８４０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１９４，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，０４３，０００円（評価書面の添付が

なされたものにあっては、２７０，０００

円） 
 

５，０００平方メートル未満の

もの 

れたものにあっては、８５，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

６６５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１３２，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

７８３，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１６６，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

８９１，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２０６，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，１０７，０００円（評価書面の添付が

なされたものにあっては、２８６，０００

円） 
 

（イ） モデル建物法（建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以

下この項及び次項において「基準省令」という。）第１条第

１項第１号ロ並びに第１０条第１号イ（２）及びロ（２）の

規定により評価する方法をいう。次項において同じ。）の評

価によるもの 

（イ） モデル建物法（建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以

下この項及び次項において「基準省令」という。）第１条第

１項第１号ロ並びに第１０条第１号イ（２）及びロ（２）の

規定により評価する方法をいう。次項において同じ。）の評

価によるもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも ９１，０００円（評価書面の添付がなされ 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも ９６，０００円（評価書面の添付がなされ 
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の たものにあっては、１４，０００円） 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１１６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２０，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

１４７，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、３０，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２３２，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８１，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

３００，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１２５，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

３５９，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１５６，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

４１９，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１９４，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

５４０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２７０，０００円） 
 

の たものにあっては、１４，０００円） 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１２０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２１，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

１５５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、３２，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２４６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８５，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

３１８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１３２，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

３８０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１６６，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

４４５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２０６，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

５７４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２８６，０００円） 
 

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するも

のである場合 

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するも

のである場合 
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（ア） 誘導性能基準（基準省令第１０条第２号イ（１）及び

ロ（１）に規定する基準、同号イ（１）及びロ（２）に規定

する基準並びに同号イ（２）及びロ（１）に規定する基準を

いう。次項において同じ。）に適合するものとして認定を受

けようとするとき 

（ア） 誘導性能基準（基準省令第１０条第２号イ（１）及び

ロ（１）に規定する基準をいう。次項において同じ。）に適

合するものとして認定を受けようとするとき 

a 一戸建て住宅 a 一戸建て住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ４５，０００円（住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関（次項において「登

録住宅性能評価機関」という。）が、認

定の申請に係る建築物について、都市の

低炭素化の促進に関する法律第５４条第

１項に規定する基準に適合すると評価し

た書面（以下このイにおいて「評価書面」

という。）の添付がなされたものにあっ

ては、８，０００円） 

 

２００平方メートル以上のもの ４８，０００円（評価書面の添付がなさ 

 れたものにあっては、８，０００円） 
 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ４７，０００円（住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関その他規則で定め

る機関（次項において「登録住宅性能評

価機関等」という。）が、認定の申請に

係る建築物について、都市の低炭素化の

促進に関する法律第５４条第１項に規定

する基準に適合すると評価した書面（以

下このイにおいて「評価書面」という。）

の添付がなされたものにあっては、８，

７００円） 

２００平方メートル以上のもの ５０，０００円（評価書面の添付がなさ 

 れたものにあっては、８，７００円） 
 

b 共同住宅又は長屋住宅 b 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 床面積の合計 金額（１棟につき） 
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３００平方メートル未満のもの ７７，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１３，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

１２１，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２３，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１９７，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４６，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２７８，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、８０，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

５３４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１２６，０００

円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

９３６，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１８８，０００

円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，７０９，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあっては、２８３，０

００円） 
 

３００平方メートル未満のもの ８２，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１４，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

１２８，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２４，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

２０９，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４９，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２９５，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、８５，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

５６８，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１３４，０００

円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

９９４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２００，０００

円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，８１７，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあっては、３０１，０

００円） 
 

（イ） 誘導仕様基準（基準省令第１０条第２号イ（２）及び

ロ（２）に規定する基準をいう。次項において同じ。）に適

合するものとして認定を受けようとするとき新設） 

（イ） 誘導仕様基準（基準省令第１０条第２号イ（２）及び

ロ（２）に規定する基準をいう。次項において同じ。）に適

合するものとして認定を受けようとするとき 

a 一戸建て住宅 a 一戸建て住宅 
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床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ２４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８，０００円） 

２００平方メートル以上のもの ２５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８，０００円） 
 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ２５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８，７００円） 

２００平方メートル以上のもの ２６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８，７００円） 
 

b 共同住宅又は長屋住宅 b 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ３８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１３，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

６１，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２３，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１０４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４６，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

１５４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、８０，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 

２７７，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１２６，０００ 

のもの 円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

４６４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１８８，０００

円） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ４０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１４，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

６４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２４，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１１１，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４９，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

１６４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、８５，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 

２９４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１３４，０００ 

のもの 円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

４９３，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２００，０００

円） 
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５０，０００平方メートル以上

のもの 

８０８，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２８３，０００

円） 
 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

８５９，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、３０１，０００

円） 
 

（新設） （ウ） 誘導併用基準（基準省令第１０条第２号イ（１）及び

ロ（２）に規定する基準並びに同号イ（２）及びロ（１）に

規定する基準をいう。次項において同じ。）に適合するもの

として認定を受けようとするとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

 床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ３６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８，７００円） 

２００平方メートル以上のもの ３８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８，７００円） 
 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 
床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ６１，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１４，０００円） 

３００平方メートル以上２，０ ９６，０００円（評価書面の添付がなさ 

００平方メートル未満のもの れたものにあっては、２４，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１６０，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４９，０００円） 

５，０００平方メートル以上１ ２２９，０００円（評価書面の添付がな 
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０，０００平方メートル未満の

もの 

されたものにあっては、８５，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

４３２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１３４，０００

円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

７４５，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２００，０００

円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，３３８，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあっては、３０１，０

００円） 
 

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供する

ものである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分につい

てアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅

の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じ

て定める金額を合算した金額 

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供する

ものである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分につい

てアに掲げる区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供す

る部分についてイに掲げる区分に応じて定める金額を合算し

た金額 

（２）～（５） 省略 （２）～（５） 省略 

６０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく

事務 

６１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく

事務 

（１） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１２

条第１項又は第１３条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定に係る審査 

（１） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１

条第１項又は第１２条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定（同法第１１条第１項に規定する建築物エネル
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ギー消費性能適合性判定をいう。以下この項において同じ。）に

係る審査 

ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築

物の全部が基準省令第１０条第１号に規定する工場等（以下こ

の項において「工場等」という。）の用途以外の用途に供する

ものである場合 

ア イからエまでに掲げる場合以外の場合 

（ア） （イ）に掲げるもの以外のもの （ア） （イ）に掲げるもの以外のもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ２３０，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

２９０，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

３６２，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

５１０，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

６２５，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

７３６，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

８３８，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，０４１，０００円 
 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ２４２，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

３００，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

３８３，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

５４１，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

６６３，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

７８１，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

８８９，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，１０５，０００円 
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備考 床面積の合計は、当該建築物の非住宅部分の床面積（建築物の

増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第２号に規定

するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部

分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考にお

いて同じ。）について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性

能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画

の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあって

は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床

面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する

部分の床面積）について算定するものとする。 

備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（イ） モデル建物法の評価によるもの （イ） モデル建物法の評価によるもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ８９，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１１４，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１４５，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

２３０，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

２９８，０００円 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ９４，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１１８，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１５３，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

２４４，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

３１６，０００円 
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１０，０００平方メートル以上２５，００ ３５７，０００円 

０平方メートル未満のもの  

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

４１７，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ５３８，０００円 
 

１０，０００平方メートル以上２５，００ ３７８，０００円 

０平方メートル未満のもの  

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

４４３，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ５７２，０００円 
 

備考 床面積の合計は、当該建築物の非住宅部分の床面積（建築物の

増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第２号に規定

するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部

分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考にお

いて同じ。）について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性

能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画

の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあって

は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床

面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する

部分の床面積）について算定するものとする。 

備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築

物の全部が工場等の用途に供するものである場合 

イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築

物の全部が基準省令第１０条第１号に規定する工場等の用途に

供するものである場合 

（ア） （イ）に掲げるもの以外のもの （ア） （イ）に掲げるもの以外のもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ２６，０００円 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ２６，０００円 
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３００平方メートル以上１，０００平方メ ３３，０００円 

ートル未満のもの  

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

４５，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

１０２，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１４９，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

１８３，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

２２６，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３１１，０００円 
 

３００平方メートル以上１，０００平方メ ３４，０００円 

ートル未満のもの  

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

４６，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

１０５，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１５４，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

１９０，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

２３４，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３２３，０００円 
 

備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第２条第１項第２号に規定するエネルギ

ー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるとき

は、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考において同じ。）

について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定

を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして

当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあっては、当該建築

物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の２分の

備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 
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１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積）

について算定するものとする。 

（イ） モデル建物法の評価によるもの （イ） モデル建物法の評価によるもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ２１，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

２８，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

４０，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

９５，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１４２，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

１７５，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

２１６，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３００，０００円 
 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ２２，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

２９，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

４１，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

９８，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１４７，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

１８２，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

２２４，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ３１１，０００円 
 

備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第２条第１項第２号に規定するエネルギ

ー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるとき

備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消
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は、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考において同じ。）

について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定

を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして

当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあっては、当該建築

物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の２分の

１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積）

について算定するものとする。 

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

ウ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築

物の一部が工場等の用途に供するものである場合 

ウ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築

物の全部が住宅の用途に供するものである場合 

（ア） 工場等の用途に供する部分以外の部分（非住宅部分に

限る。）の床面積の合計が、建築物の非住宅部分の床面積の

合計の５分の１未満であり、かつ、３００平方メートル未満

である建築物であって、その建築物エネルギー消費性能適合

性判定に係る評価がモデル建物法によるもの 当該建築物の

全部が工場等の用途に供するものとみなしてイ（イ）の表を

適用して算定した金額 

（ア） （イ）及び（ウ）に掲げるとき以外のとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

（新設） 
床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ４４，０００円 

２００平方メートル以上のもの ４８，０００円 
 

 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以
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下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 
床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ８０，０００円 

３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１２６，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

２０７，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

２９３，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

５６６，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

９９２，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，８１５，０００円 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以
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下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（イ） （ア）に掲げる建築物以外の建築物 当該建築物の全

部が工場等の用途以外の用途に供するものとみなしてアの規

定を適用して算定した金額 

（イ） 仕様基準等（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律施行規則第２条第１項第１号イに規定する基準及

び同号ロに規定する基準をいう。エにおいて同じ。）に適合

するものとして建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け

ようとするとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

（新設） 
床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ２３，０００円 

２００平方メートル以上のもの ２４，０００円 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、



大津市手数料条例（平成１２年条例第１２号）新旧対照表 

49 

 

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ３８，０００円 

３００平方メートル以上２，０００平方メ ６２，０００円 

ートル未満のもの  

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

１０９，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１６２，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

２９２，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

４９１，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの ８５７，０００円 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、
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当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） （ウ） 併用基準（基準省令第１条第１項第２号イ（１）及び

ロ（２）に規定する基準、同号イ（２）及びロ（１）に規定

する基準、同号イ（１）及び基準省令第１０条第２号ロ（２）

に規定する基準並びに基準省令第１条第１項第２号ロ（１）

及び基準省令第１０条第２号イ（２）に規定する基準をいう。

エにおいて同じ。）に適合するものとして建築物エネルギー

消費性能適合性判定を受けようとするとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ３４，０００円 

２００平方メートル以上のもの ３６，０００円 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 
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３００平方メートル未満のもの ５９，０００円 

３００平方メートル以上２，０００平方メ ９４，０００円 

ートル未満のもの  

２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

１５８，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

２２７，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

４３０，０００円 

２５，０００平方メートル以上５０，００

０平方メートル未満のもの 

７４３，０００円 

５０，０００平方メートル以上のもの １，３３６，０００円 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） エ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築

物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途以
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外の用途に供する部分についてア又はイに掲げる区分に応じて

定める金額に、住宅の用途に供する部分について次に掲げる区

分に応じて定める金額を合算した金額 

（新設） （ア） （イ）及び（ウ）に掲げるとき以外のとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ４４，０００円（当該建築物の建築が建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則第２条第１項第２号又

は第３号に掲げる建築行為に該当するこ

とを確認できる書面（以下このエにおい

て「確認書」という。）の添付がなされ

たものにあっては、６，６００円） 

２００平方メートル以上のもの ４８，０００円（確認書の添付がなされ

たものにあっては、６，６００円） 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、
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当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ８０，０００円（全ての住戸に係る確認

書の添付がなされたものにあって 

 は、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

１２６，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

２２，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

２０７，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

４７，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２９３，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

８３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

５６６，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

１３２，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

９９２，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

１９８，０００円） 

５０，０００平方メートル以上 １，８１５，０００円（全ての住戸に係 
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のもの る確認書の添付がなされたものにあって

は、２９９，０００円） 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） （イ） 仕様基準等に適合するものとして建築物エネルギー消

費性能適合性判定を受けようとするとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ２３，０００円（確認書の添付がなされ

たものにあっては、６，６００円） 

２００平方メートル以上のもの ２４，０００円（確認書の添付がなされ

たものにあっては、６，６００円） 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消
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費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ３８，０００円（全ての住戸に係る確認

書の添付がなされたものにあっては、１

１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

６２，０００円（全ての住戸に係る確認

書の添付がなされたものにあっては、２

２，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１０９，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

４７，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

１６２，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

８３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

２９２，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

１３２，０００円） 

２５，０００平方メートル以上 ４９１，０００円（全ての住戸に係る確 
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５０，０００平方メートル未満

のもの 

認書の添付がなされたものにあっては、

１９８，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

８５７，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

２９９，０００円） 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） （ウ） 併用基準に適合するものとして建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受けようとするとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ３４，０００円（確認書の添付がなされ

たものにあっては、６，６００円） 

２００平方メートル以上のもの ３６，０００円（確認書の添付がなされ

たものにあっては、６，６００円） 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築
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をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ５９，０００円（全ての住戸に係る確認

書の添付がなされたものにあっては、１

１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

９４，０００円（全ての住戸に係る確認

書の添付がなされたものにあっては、２

２，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１５８，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

４７，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２２７，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

８３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上 ４３０，０００円（全ての住戸に係る確 
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２５，０００平方メートル未満

のもの 

認書の添付がなされたものにあっては、

１３２，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

７４３，０００円（全ての住戸に係る確

認書の添付がなされたものにあっては、

１９８，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，３３６，０００円（全ての住戸に係

る確認書の添付がなされたものにあって

は、２９９，０００円） 
 

（新設） 備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積（建築物の増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この備考において同じ。）について算定する。ただし、建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をす

る場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）について算定するものとする。 

（２） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３４

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請（同法第３５条第２項の規定による申出がない場合に限

る。）に対する審査 

（２） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第２９

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請（同法第３０条第２項の規定による申出がない場合に限

る。）に対する審査 

ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途

に供するものである場合 

ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途

に供するものである場合 
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（ア） （イ）に掲げるもの以外のもの （ア） （イ）に掲げるもの以外のもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

２３０，０００円（登録建築物エネルギー

消費性能判定機関が、認定の申請に係る建

築物について、建築物のエネルギー消費性 

 能の向上等に関する法律第３５条第１項

に規定する基準に適合すると評価した書

面（以下この表及び（イ）の表において「評

価書面」という。）の添付がなされたもの

にあっては、１２，０００円） 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

２９０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１８，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

３６２，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２８，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

５１０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、７９，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

６２５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１２３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 

７３６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１５４，０００円） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

２４２，０００円（登録建築物エネルギー

消費性能判定機関が、認定の申請に係る建

築物について、建築物のエネルギー消費性 

 能の向上等に関する法律第３０条第１項

に規定する基準に適合すると評価した書

面（以下この表及び（イ）の表において「評

価書面」という。）の添付がなされたもの

にあっては、１２，０００円） 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

３００，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１９，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

３８３，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、３０，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

５４１，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８３，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

６６３，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１３０，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 

７８１，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１６４，０００円） 
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のもの  

２５，０００平方メートル以上 ８３８，０００円（評価書面の添付がなさ 

５０，０００平方メートル未満

のもの 

れたものにあっては、１９２，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，０４１，０００円（評価書面の添付が

なされたものにあっては、２６８，０００

円） 
 

のもの  

２５，０００平方メートル以上 ８８９，０００円（評価書面の添付がなさ 

５０，０００平方メートル未満

のもの 

れたものにあっては、２０４，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，１０５，０００円（評価書面の添付が

なされたものにあっては、２８４，０００

円） 
 

（イ） モデル建物法の評価によるもの （イ） モデル建物法の評価によるもの 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

８９，０００円（評価書面の添付がなされ

たものにあっては、１２，０００円） 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１１４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１８，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

１４５，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２８，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２３０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、７９，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２９８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１２３，０００円） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

９４，０００円（評価書面の添付がなされ

たものにあっては、１２，０００円） 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１１８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１９，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

１５３，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、３０，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２４４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、８３，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

３１６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１３０，０００円） 



大津市手数料条例（平成１２年条例第１２号）新旧対照表 

61 

 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 

３５７，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１５４，０００円） 

のもの  

２５，０００平方メートル以上 ４１７，０００円（評価書面の添付がなさ 

５０，０００平方メートル未満

のもの 

れたものにあっては、１９２，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

５３８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２６８，０００円） 
 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 

３７８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１６４，０００円） 

のもの  

２５，０００平方メートル以上 ４４３，０００円（評価書面の添付がなさ 

５０，０００平方メートル未満

のもの 

れたものにあっては、２０４，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

５７２，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２８４，０００円） 
 

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するも

のである場合 

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するも

のである場合 

（ア） 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようと

するとき 

（ア） 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようと

するとき 

a 一戸建て住宅 a 一戸建て住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ４３，０００円（登録住宅性能評価機関

が、認定の申請に係る建築物について、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３５条第１項に規定する基

準に適合すると評価した書面（以下この

イにおいて「評価書面」という。）の添

付がなされたものにあっては、６，００

０円） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ４４，０００円（登録住宅性能評価機関

等が、認定の申請に係る建築物について、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第３０条第１項に規定する基

準に適合すると評価した書面（以下この

イにおいて「評価書面」という。）の添

付がなされたものにあっては、６，６０

０円） 
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２００平方メートル以上のもの ４７，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，０００円） 
 

２００平方メートル以上のもの ４８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，６００円） 
 

b 共同住宅又は長屋住宅 b 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ７６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

１１９，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２１，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１９５，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４４，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２７６，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、７８，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

５３２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１２４，０００

円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

９３４，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１８６，０００

円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，７０７，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあっては、２８２，０

００円） 
 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ８０，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

１２６，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、２２，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

２０７，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４７，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２９３，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、８３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

５６６，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１３２，０００

円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

９９２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１９８，０００

円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，８１５，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあっては、２９９，０

００円） 
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（イ） 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようと

するとき 

（イ） 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようと

するとき 

a 一戸建て住宅 a 一戸建て住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ２２，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，０００円） 

２００平方メートル以上のもの ２３，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，０００円） 
 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ２３，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，６００円） 

２００平方メートル以上のもの ２４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，６００円） 
 

b 共同住宅又は長屋住宅 b 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ３６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

５９，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２１，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１０２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４４，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

１５２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、７８，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

２７５，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１２４，０００

円） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ３８，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

６２，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２２，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１０９，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４７，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

１６２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、８３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

２９２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１３２，０００

円） 
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２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満 

４６２，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１８６，０００ 

のもの 円） 

５０，０００平方メートル以上 ８０７，０００円（評価書面の添付がな 

のもの されたものにあっては、２８２，０００

円） 
 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満 

４９１，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１９８，０００ 

のもの 円） 

５０，０００平方メートル以上 ８５７，０００円（評価書面の添付がな 

のもの されたものにあっては、２９９，０００

円） 
 

（新設） （ウ） 誘導併用基準に適合するものとして認定を受けようと

するとき 

（新設） a 一戸建て住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のもの ３４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，６００円） 

２００平方メートル以上のもの ３６，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、６，６００円） 
 

（新設） b 共同住宅又は長屋住宅 

（新設） 床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のもの ５９，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

９４，０００円（評価書面の添付がなさ

れたものにあっては、２２，０００円） 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

１５８，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、４７，０００円） 
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５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の 

２２７，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、８３，０００円） 

もの  

１０，０００平方メートル以上 ４３０，０００円（評価書面の添付がな 

２５，０００平方メートル未満

のもの 

されたものにあっては、１３２，０００

円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

７４３，０００円（評価書面の添付がな

されたものにあっては、１９８，０００

円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，３３６，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあっては、２９９，０

００円） 
 

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するも

のである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分についてア

に掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途

に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める

金額を合算した金額 

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するも

のである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分についてア

に掲げる区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分

についてイに掲げる区分に応じて定める金額を合算した金額 

（３） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３４

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請（同法第３５条第２項の規定による申出がある場合に限

る。）に対する審査 前号の規定により算定して得られる金額に、

当該認定の申請について建築物のエネルギー消費性能の向上等に

（３） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第２９

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請（同法第３０条第２項の規定による申出がある場合に限

る。）に対する審査 前号の規定により算定して得られる金額に、

当該認定の申請について建築物のエネルギー消費性能の向上等に
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関する法律第３５条第２項の規定による申出がなかったとしたな

らば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第６条

第１項の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第

１８条第２項の規定により建築物の計画の通知をする際に納付す

べき手数料として第１８項第１号の規定により算定して得られる

額を合算した金額 

関する法律第３０条第２項の規定による申出がなかったとしたな

らば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第６条

第１項の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第

１８条第２項の規定により建築物の計画の通知をする際に納付す

べき手数料として第１８項第１号の規定により算定して得られる

額を合算した金額 

（４） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３６

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請（同条第２項において準用する同法第３５条第２

項の規定による申出がない場合に限る。）に対する審査 第２号

の規定により算定して得られる金額（建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３４条第２項第３号に掲げる事項のみ

を変更する場合にあっては、４，８００円）。この場合（次号に

おいて算定する場合を含む。）において、床面積の合計は、当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の

合計の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）として算定するものとする。 

（４） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３１

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請（同条第２項において準用する同法第３０条第２

項の規定による申出がない場合に限る。）に対する審査 第２号

の規定により算定して得られる金額（建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第２９条第２項第３号に掲げる事項のみ

を変更する場合にあっては、４，８００円）。この場合（次号に

おいて算定する場合を含む。）において、床面積の合計は、当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の

合計の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）として算定するものとする。 

（５） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３６

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請（同条第２項において準用する同法第３５条第２

項の規定による申出がある場合に限る。）に対する審査 前号の

規定により算定して得られる金額に、当該認定の申請について建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３６条第２項

（５） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３１

条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請（同条第２項において準用する同法第３０条第２

項の規定による申出がある場合に限る。）に対する審査 前号の

規定により算定して得られる金額に、当該認定の申請について建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３１条第２項
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において準用する同法第３５条第２項の規定による申出がなかっ

たとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基

準法第６条第１項の規定により建築物に関する確認の申請をし、

又は同法第１８条第２項の規定により建築物の計画の通知をする

際に納付すべき手数料として第１８項第１号の規定により算定し

て得られる額を合算した金額 

において準用する同法第３０条第２項の規定による申出がなかっ

たとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基

準法第６条第１項の規定により建築物に関する確認の申請をし、

又は同法第１８条第２項の規定により建築物の計画の通知をする

際に納付すべき手数料として第１８項第１号の規定により算定し

て得られる額を合算した金額 

（６） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第４１

条第１項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定

の申請に対する審査 

（削る） 

ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途

に供するものである場合 

（削る） 

（ア） （イ）に掲げるもの以外のもの （削る） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

２３０，０００円（登録建築物エネルギー

消費性能判定機関が、認定の申請に係る建

築物について、建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第２条第１項第

３号に規定する建築物エネルギー消費性

能基準に適合すると評価した書面（これに

準ずるものとして規則で定める書面を含

む。以下この表及び（イ）の表において「評

価書面等」という。）の添付がなされたも 

（削る） 
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 のにあっては、１２，０００円） 

３００平方メートル以上１，０ ２９０，０００円（評価書面等の添付がな 

００平方メートル未満のもの されたものにあっては、１８，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の 

３６２，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、２８，０００円） 

もの  

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

５１０，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、７９，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

６２５，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１２３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

７３６，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１５４，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

８３８，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１９２，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，０４１，０００円（評価書面等の添付

がなされたものにあっては、２６８，００

０円） 
 

（イ） モデル建物法の評価によるもの （削る） 
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床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも ８９，０００円（評価書面等の添付がなさ 

の れたものにあっては、１２，０００円） 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１１４，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１８，０００円） 

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

１４５，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、２８，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２３０，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、７９，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２９８，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１２３，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

３５７，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１５４，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

４１７，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１９２，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

５３８，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、２６８，０００円） 
 

（削る） 
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イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するも

のである場合 

（削る） 

（ア） 性能基準（基準省令第１条第１項第２号イ（１）及び

ロ（１）に規定する基準、同号イ（１）及びロ（３）に規定

する基準並びに同号イ（３）及びロ（１）に規定する基準を

いう。）に適合するものとして認定を受けようとするとき 

（削る） 

a 一戸建て住宅 （削る） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のも

の 

４３，０００円（登録住宅性能評価機関が、

認定の申請に係る建築物について、建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律第２条第１項第３号に規定する建築

物エネルギー消費性能基準に適合すると

評価した書面（これに準ずるものとして規

則で定める書面を含む。以下このイにおい

て「評価書面等」という。）の添付がなさ

れたものにあっては、６，０００円） 

２００平方メートル以上のも

の 

４７，０００円（評価書面等の添付がなさ

れたものにあっては、６，０００円） 
 

（削る） 

b 共同住宅又は長屋住宅 （削る） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも ７６，０００円（評価書面等の添付がなさ 

（削る） 
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の れたものにあっては、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０ １１９，０００円（評価書面等の添付がな 

００平方メートル未満のもの されたものにあっては、２１，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の 

１９５，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、４４，０００円） 

もの  

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

２７６，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、７８，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

５３２，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１２４，０００円） 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

のもの 

９３４，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１８６，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，７０７，０００円（評価書面等の添付

がなされたものにあっては、２８２，００

０円） 
 

（イ） 仕様基準（基準省令第１条第１項第２号イ（２）及び

ロ（２）に規定する基準並びに同号イ（３）及びロ（３）に

規定する基準をいう。）に適合するものとして認定を受けよ

うとするとき 

（削る） 
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a 一戸建て住宅 （削る） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

２００平方メートル未満のも

の 

２２，０００円（評価書面等の添付がなさ

れたものにあっては、６，０００円） 

２００平方メートル以上のも ２３，０００円（評価書面等の添付がなさ 

の れたものにあっては、６，０００円） 
 

（削る） 

b 共同住宅又は長屋住宅 （削る） 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

３００平方メートル未満のも

の 

３６，０００円（評価書面等の添付がなさ

れたものにあっては、１１，０００円） 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

５９，０００円（評価書面等の添付がなさ

れたものにあっては、２１，０００円） 

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

１０２，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、４４，０００円） 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

１５２，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、７８，０００円） 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

２７５，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、１２４，０００円） 

２５，０００平方メートル以上 ４６２，０００円（評価書面等の添付がな 

（削る） 
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５０，０００平方メートル未満

のもの 

されたものにあっては、１８６，０００円） 

５０，０００平方メートル以上

のもの 

８０７，０００円（評価書面等の添付がな

されたものにあっては、２８２，０００円） 
 

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するも

のである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分についてア

に掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途

に供する部分についてイに掲げる評価基準の区分に応じて定め

る金額を合算した金額 

（削る） 

（７） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規

則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条の規定に基づく軽

微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査 第１号の規

定により算定して得られる金額。この場合において、床面積の合

計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分

の床面積（建築物の増築又は改築をする場合において、当該建築

物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第

２条第１項第２号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その

他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面

積を除く。）の合計の２分の１（床面積の増加する部分にあって

は、当該増加する部分の床面積）として算定するものとする。 

（６） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規

則第１３条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申

請に対する審査 第１号の規定により算定して得られる金額。こ

の場合において、床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更に係る部分の床面積（建築物の増築又は改築を

する場合にあっては、当該増築又は改築をする部分の床面積。以

下この号において同じ。）の合計の２分の１（床面積の増加する

部分にあっては、当該増加する部分の床面積）として算定するも

のとする。 

（８） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規

則第２９条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申

（７） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規

則第２８条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申
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請に対する審査 第２号の規定により算定して得られる金額。こ

の場合において、床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性

能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の２分の１（床面積

の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積）として

算定するものとする。 

請に対する審査 第２号の規定により算定して得られる金額。こ

の場合において、床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性

能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の２分の１（床面積

の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積）として

算定するものとする。 

 附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例の施行の際現に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

６条第１項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む）又は第

１８条第３項若しくは第４項（これらの規定を同法第８７条の４又は第

８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる確認済証の交付を受けた者であって、建築物の建築、大規模の修繕

若しくは大規模の模様替、用途の変更、建築設備の設置又は工作物の築

造の工事に着手しているものに係る建築物の確認等に対する審査の手

数料については、なお従前の例による。  

（調整規定） 

3 この条例及び大津市手数料条例の一部を改正する条例（令和６年条例

第６９号。以下「令和６年改正条例」という。） による大津市手数料

条例の改正については、同条例は、令和６年改正条例によってまず改正

され、次いでこの条例によって改正されるものとする。 
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